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次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　

則 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
障
害
者
支
援
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　

　

一

 
告

示

〇
昭
和
五
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号
（
保
健
所
使
用
料
等
条
例
第
二

　

条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
等
の
額
）
の
一
部
改
正 

（
保
健
福
祉
総
務
課
）　

　

一

 
規

則

　

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
三
十
八
号

　
　
　

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
条
第
三
項
第
二
号
中
「
ア
イ
シ
ー
デ
ィ
ー
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
を
「
ア
イ
シ
ー
デ
ィ
ー
コ
ー
ド
」
に
、「
並
び
に
身

体
合
併
症
」
を
「
、
身
体
合
併
症
並
び
に
手
帳
の
交
付
の
有
無
及
び
手
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
障
害
等
級
」
に
改
め
、

同
項
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
同
項
第
八
号
中
「
精
神

保
健
福
祉
」
を
「
障
害
福
祉
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
程
度
」
の
下
に
「
及
び
状

態
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六
号
ロ
中
「
清
潔
保
持
」
の
下
に
「
及
び
規
則
正
し
い
生
活
」
を

加
え
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
生
活
場
所
」
を
「
生
活
環
境
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号

と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
及
び
症
状
」
を
「
、
症
状
及
び
検
査
所
見
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第

三
号
中
「
病
歴
」
の
下
に
「
並
び
に
治
療
の
経
過
及
び
内
容
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

主
た
る
精
神
障
害
及
び
診
断
書
を
作
成
し
た
医
療
機
関
の
初
診
年
月
日

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

障
害
者
支
援
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
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村　
　

井　
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宮
城
県
規
則
第
三
十
九
号

　
　
　

障
害
者
支
援
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

障
害
者
支
援
施
設
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
宮
城
県
規
則
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
を
削
り
、
同
条
中
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。
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不
忘

園

　

別
記
様
式
中　

障
害
者
支
援
施
設

　

船
形
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使
用
料
免
除
申
請
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二
啓
佑
学
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形
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支
援
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使
用
料
免
除
申
請
書

　

に
改
め
る
。
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二
啓
佑
学
園
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附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号

　

昭
和
五
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号
（
保
健
所
使
用
料
等
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
等
の
額
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
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県
知
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村　
　

井　
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表
四
の
項
を
削
り
、
同
表
備
考
第
二
号
中
「
得
た
額
」
の
下
に
「（
以
下
「
算
定
額
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、「（
そ

の
額
が
相
当
額
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
相
当
額
）」
を
削
り
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ　

算
定
額
が
千
円
未
満
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
算
定
額
に
五
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端

数
金
額
を
切
り
捨
て
、
当
該
算
定
額
に
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
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五
十
円
と
す
る
処
理

ロ　

算
定
額
が
千
円
以
上
十
万
円
未
満
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
算
定
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
処
理

ハ　

算
定
額
が
十
万
円
以
上
百
万
円
未
満
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
算
定
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
処
理

　

表
備
考
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ニ　

算
定
額
が
百
万
円
以
上
の
場
合
に
は
、
ロ
及
び
ハ
の
規
定
の
例
に
よ
り
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
処
理

　

表
備
考
第
三
号
中
「
総
額
が
十
円
以
上
の
場
合
に
お
い
て
、」
を
「
総
額
に
」
に
改
め
る
。
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